
 

電子税関申告書（E-CD）登録方法 

電子税関申告書（E-CD）とは 

以前は機内で配られていた税関申告書の電子版となります。登録が完了すると QR コードが表示されます。 

インドネシア到着時に空港の税関にて提示が必要となりますので、ダウンロードやスクリーンショットをして
すぐに提示できるよう準備しておきましょう。 

注意事項 
到着日 2 日前からしか登録できません。 

登録方法 

1. 税関申告用フォーマット（https://ecd.beacukai.go.id/）へアクセス 

2. Information of Passengerー乗客の情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇到着便は入力を始めると自動で候補が出てきますが、候補は 4 桁で登録されているので該当便名
の最初に「0」の付いているものを選択 

https://ecd.beacukai.go.id/


3. Additional Dataー追加情報 

 

 

〇家族分を登録する場合 自分を除い
た同行する家族の数を入力すると自
動的に、下に「家族情報」の入力欄
が出てくるので、一人分ずつ登録し
ていく。 

同行者がいない場合は、NEXT で④
「荷物の情報」へ 

 

 

 

 

 

 

 

登録した名前が反映されます。 

内容を修正したい場合は、一番右枠
の水色の編集マークをクリック。削
除したい場合は、赤いごみ箱マーク
をクリック。 



 

 

4. Information of Goodsー荷物の情報 

 

 

5. IMEI REGISTRATIONーIMEI(端末識別番号)の登録

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Agreementー同意 

 

乗客の物品の輸入規制について 

 私は乗客の物品の輸入に関する規制を理解し、正しい情報を登録し
ました。 

 

クリックすると「乗客の物品の輸入規制について」が表示されます 

 

 

 

 

 

乗客の物品の輸入規制について 

 

インドネシアの州法および規制に違反する麻薬、違法薬物、テロ活動
に関連する物品、マネーロンダリングに関連する通貨、および、無記
名為替手形、密輸活動に関連する検査へのご協力に感謝します。 

これらの商品をインドネシアに不法に持ち込み、密輸活動を行うこと
は違反と見なされ、法的措置の対象となります。 

・乗客の私物は、海外で購入し、インドネシア出国時に持ち帰らない
物については、1 人あたり 500 米ドルまで免税の対象となります。 

・乗務員の私物は、海外で購入し、インドネシア出国時に持ち帰らな
い物については、1 人あたり 50 米ドルまで免税の対象となります。 

・個人使用以外の目的（商用目的）で使用するものを持ち込む場合
は、輸入税および税金が徴収されます。 

 

 

 



 

 

海外からの持ち込み品について、国外へ持ち帰らない個人使用目的の
場合に限り、成人 1 人あたり下記の物品は免税となります。（成人 1

人あたり） 

報告に誤りがあった場合は、法令に基づく処罰の対象となります。 
 
1．乗客 

a.18 歳以上：紙巻たばこ 200 本、葉巻 25 本、または、刻みたばこ 100

グラム 

b. 21 歳以上：アルコール飲料 1 リットル 
 
2．乗組員 

紙巻たばこ 40 本、葉巻 10 本、または、刻みたばこ 40 グラム、アルコ
ール飲料 350 ミリリットル 

上記を超える持ち込みは、税関および物品税局によって破棄されま
す。 
 
以下を持参する場合は、税関および物品税担当官に報告する必要があ
ります。 

・小切手、トラベラーズチェック、約束手形、または郵便振替で、ル
ピアまたは外貨で 1 億ルピア以上の金銭または証券類 

・10 億ルピア以上に相当する外国紙幣 
 
もし別送荷物がある場合は、この税関申告書の QR コードを保存し、
後に荷物を受け取る事ができるように税関および物品税担当官に承認
を得てください。 
 
円滑な税関サービスのために、この税関申告書であなたの持ち込み品
を正確に報告し、税関および物品税担当官に提出してください。 

報告に誤りがあった場合は、法令に基づく処罰の対象となります。 

乗客の物品の輸入に関する規則は、こちらで確認することができます。 

 

 

 

 



7. QR コード 

 

この QR コードを印刷、または、ご自身のデバイスにダウンロードしたも
の、または、登録コードを、空港の到着ターミナルの税関職員、または、
現地の税関事務所の税関職員へ提示してください。 

 

あなたのデータは、このデバイスのブラウザ キャッシュに保存されます。
ブラウザのキャッシュをクリアするか、下のボタンをクリックしてデータ
を削除してください。 

 

※登録が完了すると、登録したメールアドレスへも QR コードが届きま
す。 

 

QR コードが表示されたら、QR コードの下の「Download QR(ダウンロー
ド)」ボタンをクリックしてダウンロードをするか、この画面をスクリー
ンショットしてください。 

インドネシア到着時に空港の税関にて、提示が必要となります。 

 

 

 

※到着空港をジャカルタで登録した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


